
道路行政セミナー　2012.1　　1

竹林係員

栗本さん。今いいですか？
栗本係員

大丈夫だよ。どうしたの？
竹林係員

先程、市の水道局の方から電話がありまして、老朽化している水道管の大規模な取り替えを計画してい
るそうなんですよ。その計画における掘削範囲が 3,000 ㎡を超えるために、土壌汚染対策法が適用される
ので、事前にご相談したいということなんですよ。
栗本係員

土壌汚染対策法かぁ…。
竹林さんはまだ土壌汚染対策法に係る道路占用許可については経験がないから、打合せに来る前に道路
管理者の行う事務処理について確認しておこうか。
これは、平成 22 年 4 月 1 日に改正土壌汚染対策法が施行されたことに伴い、必要となった制度なんだ。
竹林係員

新しい制度なんですね。
栗本係員

そうだよ。だから、行政側にもあまり経験のない事案だから、最初はきちんと確認しながら進めていか
ないとね。
竹林係員

はい。
栗本係員

改正土壌汚染対策法では、一定規模（3,000 ㎡）以上の大規模な土地の形質の変更（掘削等）を行う者は、
着手の 30 日前までに都道府県知事に届け出ることとされているんだ。（資料 1、2参照）
竹林係員

一般的な占用工事では掘削範囲が 3,000㎡を超えるような計画がほとんどないことから土壌汚染対策法

第 4 条第 1 項の届出対象となることがありませんでしたが、今回の水道局の計画は掘削範囲が 3,000 ㎡を
超えるため、土壌汚染対策法の届出義務が適用されるんですね。
栗本係員

そういうことだね。占用工事のように土地の形質の変更をする者が当該土地の所有者等（所有者、管理
者又は占有者）でない場合は、土地の所有者等の土地の形質の変更の実施についての同意書を届出書に添
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付することとされているんだ。（資料 3参照）
竹林係員

同意書というのはどういうものなのですか。
栗本係員

届出書に添付する道路管理者の同意書については、各都道府県で判断しているため、例えば占用許可書
の写しなどで足りるのかどうかなどについて、それぞれの都道府県に確認し、手戻りがないようにする必
要があるからね。占用許可の審査に当たっては、届出が土地の形質の変更に着手する 30 日前までに都道
府県知事に届け出ることとなっているから、当然、占用工事に着手する時期は届出までの日数を加味した
時期に施工することになるだろうから、工事開始の日がいつになっているか等も注意する必要があるから
ね。
竹林係員

わかりました。届出を行ったら、工事を施工しても良いのですか？
栗本係員

都道府県知事は、この届出があった土地について、特定有害物質によって汚染されているおそれがある
と認めるときは、土地の所有者等に対して、土壌の特定有害物質による汚染の状況について、指定調査機
関に調査させ、その結果を報告することを命令することができることとなっているんだ。
竹林係員

土地の所有者等に対して命令されるのですか？
栗本係員

そうだよ。
竹林係員

そうすると、道路管理者は、大規模な占用工事が計画されると、調査費用を捻出しなくてはならないの
ですか。
栗本係員

当然、道路管理者自らが調査を行うことはあるよ。ただ、調査を行う必要が生じた事由が占用工事であ
ることから、占用許可の条件として、占用者に対してその調査を行うことを付記することも可能ではある
よね。
竹林係員

この調査で特定有害物質の汚染があるという結果がでた場合は、どうなるのですか。
栗本係員

特定有害物質による汚染状態が基準を超えた場合には、都道府県知事が汚染の除去等の措置が必要な区
域として指定するんだ。そして、その区域の土地の所有者等に対し、汚染の除去等の措置を講ずべきこと
を指示することになるんだ。（資料 4、5参照）
竹林係員

土地の所有者等が汚染の除去等の措置を講じなければならないんですね…。
栗本係員

汚染の除去等の措置は土地の所有者等に対して指示されるし、そもそものその土地が汚染されているの
は占用者に起因するものではないからね。そこは土地の所有者等の責務として行わなくてはならないんだ
よ。そのため、調査と同様に占用者に対して、占用許可の条件として義務づけることは、過度な負担と考
えられることもあるから、慎重に検討する必要があるからね。
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竹林係員

でも、土地の汚染の原因が道路の所有者等ではなく、他者にある場合もありますよね？
栗本係員

そうだね。その汚染が土地の所有者等以外の者による行為が起因している場合も当然あるよね。そうい
う場合における汚染の除去等の費用は、土壌の特定有害物質による汚染が土地の所有者等以外の者の行為
によるものであるときは、土地の所有者等はその行為をした者に対し、費用の請求をすることができるん
だ。（資料 6参照）
竹林係員

はい。分かりました。
栗本係員

ところで、新年会だけど、お店どこにしようか。
竹林係員

そうですねぇ。私はどこでも構いませんが。
栗本係員

それなら、土壌汚染対策法の話もでたことだし、今回はどじょうでも食べにいこうか？
竹林係員

土壌からどじょうって栗本さん、ずいぶんとオヤジ臭い発想ですね…。

資料 1

土壌汚染対策法（平成十四年五月二十九日法律第五十三号）
（土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査）
第四条　土地の掘削その他の土地の形質の変更（以下「土地の形質の変更」という。）であって、そ
の対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質
の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の
場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただ
し、次に掲げる行為については、この限りでない。
一　軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
二　非常災害のために必要な応急措置として行う行為
2　都道府県知事は、前項の規定による土地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が
特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると
認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況
について、当該土地の所有者等に対し、前条第一項の環境大臣が指定する者（以下「指定調査機関」
という。）に同項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずる
ことができる。

資料 2

土壌汚染対策法施行規則（平成十四年十二月二十六日環境省令第二十九号）
第二十二条　法第四条第一項の環境省令で定める規模は、三千平方メートルとする。
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資料 3

土壌汚染対策法施行規則（平成十四年十二月二十六日環境省令第二十九号）
第二十三条　法第四条第一項の届出は、様式第六による届出書を提出して行うものとする。
2　前項の届出には、次に掲げる図面及び書類を添付しなければならない。
一　土地の形質の変更（法第四条第一項に規定する土地の形質の変更をいう。以下同じ。）をしよ
うとする場所を明らかにした図面
二　土地の形質の変更をしようとする者が当該土地の所有者等でない場合にあっては、当該土地の
所有者等の当該土地の形質の変更の実施についての同意書

資料 4

土壌汚染対策法（平成十四年五月二十九日法律第五十三号）
（要措置区域の指定等）
第六条　都道府県知事は、土地が次の各号のいずれにも該当すると認める場合には、当該土地の区域
を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止
するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置（以下「汚染の除去等の措置」とい
う。）を講ずることが必要な区域として指定するものとする。
一　土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める
基準に適合しないこと。
二　土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがある
ものとして政令で定める基準に該当すること。

2～ 5　（略）

資料 5

土壌汚染対策法（平成十四年五月二十九日法律第五十三号）
（汚染の除去等の措置）
第七条　都道府県知事は、前条第一項の指定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該汚
染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、要措置区域内の土地の所有者等
に対し、相当の期限を定めて、当該要措置区域内において汚染の除去等の措置を講ずべきことを指
示するものとする。ただし、当該土地の所有者等以外の者の行為によって当該土地の土壌の特定有
害物質による汚染が生じたことが明らかな場合であって、その行為をした者（相続、合併又は分割
によりその地位を承継した者を含む。以下この項及び次条において同じ。）に汚染の除去等の措置
を講じさせることが相当であると認められ、かつ、これを講じさせることについて当該土地の所有
者等に異議がないときは、環境省令で定めるところにより、その行為をした者に対し、指示するも
のとする。
2～ 6　（略）
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資料 6

土壌汚染対策法（平成十四年五月二十九日法律第五十三号）
（汚染の除去等の措置に要した費用の請求）
第八条　前条第一項本文の規定により都道府県知事から指示を受けた土地の所有者等は、当該土地に
おいて指示措置等を講じた場合において、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が当該土地の
所有者等以外の者の行為によるものであるときは、その行為をした者に対し、当該指示措置等に要
した費用について、指示措置に要する費用の額の限度において、請求することができる。ただし、
その行為をした者が既に当該指示措置等に要する費用を負担し、又は負担したものとみなされると
きは、この限りでない。
2　（略）



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF65e57d4c537052377528>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


